
令和4年12月　第34号

☎０４８－５２０－４１３５■公道上の漏水発見、水質の管理に関すること　　　　…水道課  維持管理係
☎０４８－５２０－４１５３■水道事業の基本計画、配水管の工事に関すること　　…水道課  施設係
☎０４８－５２０－４１３６■水道の新設申し込みに関すること　　　　　　　　　…水道課  給水係

■水道の使用開始・中止の届出、水道料金、メーター検針、下水道使用料に関すること
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…経営課  料金係 ☎０４８－５２０－４１３２
（＊水道の使用開始・中止は、市ホームページの電子申請から手続できますのでご利用ください。）

「上下水道だより」第34号は、84,000部作成し、印刷・製本にかかる市の負担は1部あたり5.2円です。

編集／発行　熊谷市上下水道部  経営課　〒360-0811 熊谷市原島1031   ☎048-520-4132

令和4年12月　第34号

☎０４８－５２４－１１１１■下水道事業の基本計画、受益者負担金に関すること　…下水道課  計画係
☎０４８－５２４－１４３６■公共下水道施設の工事に関すること　　　　　　　　…下水道課  工事係
☎０４８－５２４－１４４６■宅内排水設備工事に関すること　　　　　　　　　　…下水道課  維持管理係

上下水道に関するお問合せは

収益的収支
水道料金などの収入と水道水を送り届けるための
支出です。（消費税抜き）

令和3年度水道事業決算のあらまし令和3年度水道事業決算のあらまし
（令和３年４月１日～令和４年３月３１日）

資本的収支
浄水場、配水場や配水管を整備・改良するための
収入・支出です。（消費税込み）

財 務 状 況

収益的収支
下水道使用料などの収入と施設を維持し下水を
処理するための支出です。（消費税抜き）

令和3年度下水道事業決算のあらまし令和3年度下水道事業決算のあらまし
（令和３年４月１日～令和４年３月３１日）

資本的収支
管渠の整備･施設の改良をするための収入・支出
です。（消費税込み）

財 務 状 況

下水道使用料の改定について（お知らせ）
　下水道施設の老朽化対策を推進するとともに、将来にわたって安定的に下水
道事業を継続していくため、令和５年４月から下水道使用料を改定いたします

（平均改定率約 25％）。

【改定後の下水道使用料適用時期】
① 令和5年3月31日以前から継続使用している方の下水道使用料 … 令和５年6月検針分から
② 令和5年4月1日以降に使用を開始した方の下水道使用料…………令和５年4月検針分から
※水道料金は変更ありません。

　下水道事業の経営環境は人口減少等によるサービス需要の減少が見込まれる一方で、下水道未

普及地域の解消や施設の老朽化対策を行っていかなければならず、厳しい経営状況が続いていく

ことが予想されています。

　公営企業である下水道事業は、使用料収入をもって経営を行う独立採算制を基本原則としてい

ます。しかし、本市の下水道事業は、使用料で賄えない費用を一般会計から補助金という形で赤

字補てんをしてもらっています。実際に昨年度は、生活排水等の汚水を処理するために約３億４

千万円もの補てんを受けました。本来、下水道サービスを受けることができる方の負担によるべ

き部分を市税で補てんするということは、下水道を利用していない方の税金も下水道事業に投入

されたことを意味します。

　こうした状況を解消するために、必要な手続を経て、この度令和５年４月から下水道使用料を

改定することになりました。下水道使用者の皆様にはご負担をお掛けすることになりますが、ご

理解を賜りますようお願い申し上げます。

【収益的収入  45億3,019万2千円】

【収益的支出  35億5,801万4千円】

【資本的収入  10億6,678万3千円】

【資本的支出  31億8,159万5千円】

借入元金の返済
6億6,413万7千円
借入元金の返済

6億6,413万7千円

積立金などで補てんする額
21億1,481万2千円

県水の購入費
5億91万3千円

施設などの償却費
16億8,472万3千円

浄水場・配水場などの整備、配水管の布設等
25億1,745万8千円

施設を維持し水を送り
届けるための費用ほか
11億8,892万4千円

その他の収入  5億1,596万円

配水施設設備工事などの負担金
1億5,232万4千円

一般会計からの出資金
1億9,800万円水道料金  40億1,423万2千円

0 50
（億円）

0
（億円）

国などからの借入金・補助金ほか  5億6,500万円
加入者分担金  1億5,145万9千円

借入金等利息の支払
1億8,345万4千円

収支差額
9億7,217万8千円
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【収益的収入  35億2,791万6千円】

【収益的支出  32億3,575万3千円】

【資本的収入  21億3,259万7千円】

【資本的支出  34億646万円】

借入元金の返済
12億7,015万4千円

積立金などで補てんする額
12億7,386万3千円

施設などの償却費
19億181万8千円

管渠などの工事費用等
21億3,630万6千円

施設を維持し下水を処理
するための費用ほか
11億1,398万５千円

その他の収入  10億2,836万2千円

工事負担金等
6,195万3千円

国庫等補助金
6億3,568万6千円下水道使用料

12億7,166万円
一般会計からの繰入金
12億2,789万4千円

0 40
（億円）

0
（億円）

国などからの借入金
13億7,600万円

一般会計からの繰入金
5,895万8千円

借入金等利息の支払
2億1,995万円

収支差額
2億9,216万3千円
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【現行使用料表（１か月につき）】
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【改定後使用料表（１か月につき）】

＊これまで２つの料金体系でしたが、改定に合わせて統一料金になりました。
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● 平均的な下水道使用量による新旧比較表

● 下水道使用料の計算方法

（例）２か月で水量50㎥使用した場合

　　① ２か月の水量を2で割る
　　　 50㎥÷2＝25㎥　→　25㎥ずつに分ける

　　② それぞれの水量の金額を計算する

　　　１か月目（25㎥）：１,１５５円（基本料金）＋２,１４５円（従量料金）＝３,３００円
　　　２か月目（25㎥）：１,１５５円（基本料金）＋２,１４５円（従量料金）＝３,３００円

　　③ ②で求めた金額を合計する
　　　３,３００円（１か月目）＋３,３００円（２か月目）＝６,６００円
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● 下水道使用料早見表（新旧比較）

※ 熊谷市ホームページも併せて御覧ください。
https://www.city.kumagaya.lg.jp/about/soshiki/jogesuido/keiei/oshirase/tgesuidosiyoryokaite.html
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【現行使用料表（１か月につき）】
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【改定後使用料表（１か月につき）】

＊これまで２つの料金体系でしたが、改定に合わせて統一料金になりました。
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● 平均的な下水道使用量による新旧比較表

● 下水道使用料の計算方法

（例）２か月で水量50㎥使用した場合

　　① ２か月の水量を2で割る
　　　 50㎥÷2＝25㎥　→　25㎥ずつに分ける

　　② それぞれの水量の金額を計算する

　　　１か月目（25㎥）：１,１５５円（基本料金）＋２,１４５円（従量料金）＝３,３００円
　　　２か月目（25㎥）：１,１５５円（基本料金）＋２,１４５円（従量料金）＝３,３００円

　　③ ②で求めた金額を合計する
　　　３,３００円（１か月目）＋３,３００円（２か月目）＝６,６００円
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● 下水道使用料早見表（新旧比較）

※ 熊谷市ホームページも併せて御覧ください。
https://www.city.kumagaya.lg.jp/about/soshiki/jogesuido/keiei/oshirase/tgesuidosiyoryokaite.html
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② 令和5年4月1日以降に使用を開始した方の下水道使用料…………令和５年4月検針分から
※水道料金は変更ありません。

　下水道事業の経営環境は人口減少等によるサービス需要の減少が見込まれる一方で、下水道未

普及地域の解消や施設の老朽化対策を行っていかなければならず、厳しい経営状況が続いていく

ことが予想されています。

　公営企業である下水道事業は、使用料収入をもって経営を行う独立採算制を基本原則としてい

ます。しかし、本市の下水道事業は、使用料で賄えない費用を一般会計から補助金という形で赤

字補てんをしてもらっています。実際に昨年度は、生活排水等の汚水を処理するために約３億４

千万円もの補てんを受けました。本来、下水道サービスを受けることができる方の負担によるべ

き部分を市税で補てんするということは、下水道を利用していない方の税金も下水道事業に投入

されたことを意味します。

　こうした状況を解消するために、必要な手続を経て、この度令和５年４月から下水道使用料を

改定することになりました。下水道使用者の皆様にはご負担をお掛けすることになりますが、ご

理解を賜りますようお願い申し上げます。

【収益的収入  45億3,019万2千円】

【収益的支出  35億5,801万4千円】

【資本的収入  10億6,678万3千円】

【資本的支出  31億8,159万5千円】

借入元金の返済
6億6,413万7千円
借入元金の返済

6億6,413万7千円

積立金などで補てんする額
21億1,481万2千円

県水の購入費
5億91万3千円

施設などの償却費
16億8,472万3千円

浄水場・配水場などの整備、配水管の布設等
25億1,745万8千円

施設を維持し水を送り
届けるための費用ほか
11億8,892万4千円

その他の収入  5億1,596万円

配水施設設備工事などの負担金
1億5,232万4千円

一般会計からの出資金
1億9,800万円水道料金  40億1,423万2千円
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0
（億円）

国などからの借入金・補助金ほか  5億6,500万円
加入者分担金  1億5,145万9千円

借入金等利息の支払
1億8,345万4千円

収支差額
9億7,217万8千円
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【収益的収入  35億2,791万6千円】

【収益的支出  32億3,575万3千円】

【資本的収入  21億3,259万7千円】

【資本的支出  34億646万円】

借入元金の返済
12億7,015万4千円

積立金などで補てんする額
12億7,386万3千円

施設などの償却費
19億181万8千円

管渠などの工事費用等
21億3,630万6千円

施設を維持し下水を処理
するための費用ほか
11億1,398万５千円

その他の収入  10億2,836万2千円

工事負担金等
6,195万3千円

国庫等補助金
6億3,568万6千円下水道使用料

12億7,166万円
一般会計からの繰入金
12億2,789万4千円

0 40
（億円）

0
（億円）

国などからの借入金
13億7,600万円

一般会計からの繰入金
5,895万8千円

借入金等利息の支払
2億1,995万円

収支差額
2億9,216万3千円
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